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年に一度の健康チェック！

健診に関するお問い合わせは、与論町保健センターへ　電話：0997-97-5105　

山本　大哉（那間）, 平田　湧義（東区）, 吉田　芽生（西区）, 沖　寧音（朝戸）
川口　慈（茶花）渉　綾華（那間）, 竹森　大翔（古里）, 供利　はるな（那間）
福永　ひかる（茶花）,吉田　ひなの（那間）,吉井　素芽（茶花）,原田　真夢（茶花）
本　帆乃夏（古里）, 片岡　渚（東区）, 三浦　智菜（東区）町平　春空（茶花）
内野　清二（西区）, 田畑　こころ（立長）, 池畑　裕萌（茶花）, 鵜木　瑛大（西区）
叶　祐野（茶花）, 高田　三貴（茶花） ※順不同・敬称略

平成２３年度、３歳児歯科健診で、
むし歯がゼロだったお子さんをご紹介します！
歯の健康を保つために、適切な生活習慣を子どもの頃から身につけられるよう、
地域や家庭で取り組み、子どもたちの健やかな成長を見守りましょう！

１９８１年以来、日本人の死因の第１位である『がん』。

日本人の２人に１人はがんになり、３人に１人が亡くなっています。

与論町においても、大腸がんや乳がんになる人が増加する傾向にあります。

『検診なんて面倒くさい』『健康だから関係ない』と思っていませんか？

『がん』は『他人事』ではありません。

しかし、今や『がん』は検診による早期発見により治すことができる病気です。

また、近年、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病が増え、与論町においても糖尿病が原因で人

工透析をされている方が増加する傾向にあります。これらの病気は、自覚症状がほとんどないまま進行し、

気づいた時には合併症を発症していることが多くあります。重症にならないと、自分では気づくことができ

ないのです。そこで定期的に健診を受けて、体の状態を把握することが大切になります。

『元気だから大丈夫』
そう思っているあなたへ !!

平成２４年度　各種がん検診･結核検診､特定健診スケジュール

日　程 受付時間 場　所

4月７日（土）
8：30 ～ 9：00

保健センター

12：30 ～ 13：00

4 月 8日（日）
8：30 ～ 9：00

12：30 ～ 13：00

4 月 9日（月） 8：30 ～ 9：00

日　程 受付時間 場　所

5月 20 日（日）
8：30 ～ 9：00

保健センター13：00 ～ 13：30

5 月 21 日（月） 13：00 ～ 13：30

■子宮がん・乳がん検診 ■肺がん・大腸がん検診

日　程 受付時間（午前） 対象集落等 場　所 受付時間（午後） 対象集落等 場　所

5月 21 日（月） 　 15：30 ～ 17：00 事業所 保健センター

5月 22 日（火）
  9：00 ～ 10：00 茶　花 保健センター 13：30 ～ 14：30 城 城公民館

10：30 ～ 11：00 立　長 立長公民館 15：00 ～ 16：00 朝　戸 朝戸公民館

5月 23 日（水）
  9：00 ～ 10：00 西　区 西区公民館 13：30 ～ 14：30 古　里 古里公民館

10：30 ～ 11：00 東　区 東区公民館 15：00 ～ 16：00 那　間 那間公民館

5月 24 日（木）   9：00 ～ 10：00 叶 叶公民館

■結核検診 ※65 歳以上の方及び事業所にお勤めの方が対象。※肺がん検診との重複受診はできません。

日　程 受付時間（前） 対象集落等 場　所 受付時間（後） 対象集落等 場　所

6月 19 日（火） 7：00 ～ 7：30 事業所

砂美地来館

7：30 ～ 9：00 古里・叶

砂美地来館

6月 20 日（水） 7：00 ～ 7：30 事業所 7：30 ～ 9：00 那間・城

6月 21 日（木） 7：00 ～ 7：30 事業所 7：30 ～ 9：00 茶　花

6月 22 日（金） 7：00 ～ 7：30 事業所 7：30 ～ 9：00 西区・東区

6月 23 日（土） 7：00 ～ 7：30 事業所 7：30 ～ 9：00 立長・朝戸

6月 24 日（日） 7：00 ～ 9：00 未受診者

■特定健診（厚生連健診）

6 月 19 日から 24 日までの特定健診（厚生連健診）では、胃がん・大腸がん・前立腺がん・腹部超音波・肝炎等の
検診も実施します（別途料金）。

『元気だから大丈夫！』そう思っているあなた！

自分はもちろん、大切な家族のためにも、まずは検診・健診を受けましょう！

平成２４年度

全額支給（月額）

一部支給（月額）

平成２４年度
４１，４３０円

４１，４２０円～９，７８０円

平成２３年度

４１，５５０円

４１，５４０円～９，８１０円

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を
図ることを目的として支給される手当です。児 童 扶 養 手 当

１級（月額）

２級（月額）

平成２４年度
５０，４００円
３３，５７０円

平成２３年度

５０，５５０円

３３，６７０円

20 歳未満で心身に障害のある児童の扶養のために、その父、母、または
養育者に対して支給される手当です。特別児童扶養手当

特別障害者手当（月額）

障害児福祉手当（月額）

経過的福祉手当（月額）

平成２３年度

２６，３４０円

１４，３３０円

１４，３３０円

平成２４年度
２６，２６０円
１４，２８０円
１４，２８０円

心身に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護
を必要とする状態にある在宅の障害者（児）に支給される手当です。特別障害者手当等

以下の手当について支給額が変更されました。
詳しい内容やご不明な点は、与論町役場町民福祉課までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】町民福祉課（担当：町、平川）　電話：0997-97-4930

各種手当額の変更について

ひ 肥満予防
肥満中枢が刺激され、
太りすぎを予防。

は 歯の病気予防
唾液の分泌で歯の
汚れをきれいにする。

み 味覚の発達
噛んでわかる
食物の味。

が ガン予防
唾液の分泌で発ガン
物質の毒性を弱める。

の 脳の発達
血流量の増加で、
エネルギーの補給や
記憶物質の増加。

ぜ 全力投球
心身が健康になり、
力いっぱい遊んだり、
仕事したりできる。

こ 言葉の発音はっきり
口の機能が発達し、
はっきり発音できる。

胃の働きがよくなり、
消化吸収がされやすい。

胃腸快調
～

い

こんなにある！

「よく噛む」ことの効用「ひみこのはがい～ぜ！」


